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修正前（2022年12月6日審査会合資料） 修正後

審査会合での指摘事項に対する回答
指摘事項 221206-18，230202-14
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【指摘事項】（第1098回審査会合（令和４年12月６日）「全交流動力電源喪失」） 221206-18
全交流動力電源喪失における第7.1.2.1表の有効性評価に用いる重大事故等対処設備の表について，先行審査実績を踏まえて
，既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるものであるかどうかを明確にし，説明すること。

【回答】
○有効性評価の各事故シーケンスの重大事故等対策における設備と操作手順の関係を示した表において，先行審査実績を踏まえて，
既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付ける重大事故等対処設備に＊を付与して明確化した。

図 「全交流動力電源喪失」の例

【指摘事項】（第1111回審査会合（令和５年２月２日）「２次冷却系からの除熱機能喪失」） 230202-14
第7.1.1.1表の有効性評価に用いる重大事故等対処設備の表について，先行審査実績を踏まえて，既許可の対象となっている設
備を重大事故等対処設備に位置付けるものであるかどうかを明確にし，説明すること。
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＊：既許可の対象となっている設備を重
大事故対処設備として位置付けるもの

図 「全交流動力電源喪失」の例



修正前（2023年2月2日審査会合資料） 修正後

審査会合での指摘事項に対する回答
指摘事項 230202-15
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【指摘事項】（第1111回審査会合（令和５年２月２日）「２次冷却系からの除熱機能喪失」，「原子炉補機冷却機能喪失」，「
原子炉停止機能喪失」） 230202-15
事象判定プロセスについては，フローチャートに記載があるものの，原子炉格納容器の除熱機能喪失等の事故シーケンスと記載の差が
出ているため，これらの事故シーケンスと同じように事象判定プロセスを別途示し，説明すること。

【回答】
○有効性評価の各事故シーケンスのフローチャートに記載していた事象判定プロセスを，先行審査実績を踏まえて別図として記載し，
各事故シーケンスで記載の整合を図った。

図 「２次冷却系からの除熱機能喪失」の例

事象判定プロセスを示す別図なし

事象判定プロセスを示
す別図を記載し，各事
故シーケンスとの記載
の整合を図った。


